
常滑武豊衛生組合職員の職の 

       設置に関する規則      

 

昭和４９年１０月１日 

規 則 第 ２ 号           

 

改正 

昭和５３年 ３月 ３日規則第１号  昭和５３年 ５月１６日規則第２号

平成 ６年 ３月１１日規則第４号  平成 ８年 ２月 ６日規則第１号   

平成１０年 ３月２０日規則第１号  平成１１年 ３月１２日規則第１号

平成１６年 ３月１２日規則第１号  平成１８年 ４月 ４日規則第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、常滑武豊衛生組合職員の職の設置について必要な事項

を定めるものとする。 

第２条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、常滑武豊衛生組合の職員

の役職及び職制名は、次の表の左蘭とし、その職務は、それぞれ同表の右

蘭に掲げるとおりとする。 

役 職 名     職            務 

場 長     
管理者及び副管理者の命を受け、組合の事務を掌理し、所

属職員を指揮監督する。 

場長補佐 上司の命を受け、組合の事務を掌理し、場長を補佐する。 

 

職 制 名     職            務 

理  事 

参  事 

統括主幹 

主 幹     

副 主 幹     

主 査     

主 事     

上司の命を受け、事務を処理する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



   附 則（昭和５３年３月３日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５３年５月１６日規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和５３年５月１日から適用する。  

   附 則（平成６年３月１１日規則第４号） 

 この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成８年２月６日規則第１号） 

 この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１０年３月２０日規則第１号） 

 この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１１年３月１２日規則第１号） 

 この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年３月１２日規則第１号） 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年４月４日規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。  


